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感染症の医療提供体制(入院
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令和5年度第3回協議会（R6.2.１）において、令和6年度より、本協議会の下に新たに「結核部会」を設置することを承認
各部会の委員は、協議会委員（以下）のほか、部会長が指名する委員で構成（資料３：部会委員名簿のとおり）
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結核部会

結核部会

結核対策全般に関すること

［部会構成］
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